
 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

公共施設等案内・予約システム導入運用事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月 

島田市 

 



 

1 

 

公共施設等案内・予約システム導入運用事業公募型プロポーザル実施要領 

 

１．提案依頼の目的 

施設予約システムを用いて、利用者が 24時間いつでもどこでも施設の予約等ができ、

施設管理者が予約・収納等の一元管理ができることを目的とする。 

加えて、以下の３つの機能を備えたシステムを導入し、利用者の利便性向上と職員

の業務効率化を実現することを目的とする。 

①キャッシュレス決済（オンライン決済含む） 

②マイナンバーカードによる本人認証 

③スマートロックシステム（(株)構造計画研究所のリモートロック）との連動 

 

２．委託業務内容 

（１）委託業務名：令和７年度公共施設等案内・予約システム導入運用事業 

（２）業務内容 ：別紙仕様書のとおり 

（３）履行期間 ：契約締結の日から令和８年３月 31日まで 

        ※システムは、令和８年３月 1 日に稼働を開始し、利用者が予約できる

ようにすること。本稼働の１週間以上前から本番環境、本番データで管

理者による稼働確認ができること。なお、利用者についてもパスワード

等の登録に対応し、動作確認ができるようにすること。 

（４）契約限度額：7,100,000円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

（５）支払い条件：完成払い 

 

３．事務局・問合せ先 

（１）部署名：島田市役所 市長戦略部 ＤＸ推進課 

（２）住 所：〒427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 

（３）電 話：0547-36-7133（直通） 

（４）ＦＡＸ：0547-37-8200（代表） 

（５）電子メールアドレス：jouhou@city.shimada.lg.jp 

 

４．参加資格 

本プロポーザルへの提案参加者は、次に掲げる全ての要件を満たしている単体企業とする。 

（１）島田市の入札・見積参加資格申請業種において、下記の資格を有していること。 

業種 細目 

電算業務 システム開発、ソフト作成・賃貸 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者でない

こと。 

（３）直近２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は民事
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再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、（１）の競争入札参

加資格の再認定を受けた者を除く。 

（４）６か月以内に不渡手形又は不渡り小切手を出している者でないこと。ただし、会社更生法又は

民事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、（１）の競争入

札参加資格の再認定を受けた者を除く。 

（５）債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売手続の

開始決定がなされている者でないこと。 

（６）事業税、消費税、地方消費税を滞納している者でないこと。 

（７）本プロポーザルで提案するシステムと同じパッケージシステムを自治体での導入及び、提案参加

時点での運用実績を有すること。 

※ ISO/IEC 27001（情報セキュリティマネジメントシステム）以外は参加資格要件としないが、

受注者の信頼度、発注者の情報資産の安全性確保等の観点から、ISO9001（品質マネジ

メントシステム）、ISO14001（環境マネジメントシステム）、ISO/IEC 27001（情報セキュ

リティマネジメントシステム）の認証及び JIS Q 15001（プライバシーマーク）を作業部署及び

契約等の権限の委任を受けた部署にて取得している者であることが望ましい。また ASPサービス

によるシステム構築業務であることから、ISO/IEC27017（クラウドサービスセキュリティ）、

ISO/IEC27018（個人情報保護）の認証取得者であることが望ましい。 

 

５．システム性能について 

 本システムで求める性能については、「要求機能一覧（別紙１）」及び仕様書のとおりと

する。 

 

６．参加手続きのスケジュール 

 参加手続きにおけるスケジュールは次のとおりとする。 

項番 項  目 日  程 

１ 公募開始（市 HP掲載） 令和７年６月 30日（月） 

２ 質問書の受付 
令和７年６月 30日（月）から 

令和７年７月７日（月）17時まで 

３ 質問書に対する回答（市 HP掲載） 令和７年７月 10日（木） 

４ 参加申込書の受付期限 令和７年７月 14日（月）15時まで 

５ 企画提案書の受付期限 令和７年７月 28日（月）15時まで 

６ プレゼンテーションの実施（予定） 令和７年８月５日（火） 

７ 審査結果の通知（予定） 令和７年８月 15日（金） 

８ 契約締結（予定） 令和７年８月 29日（金） 

 

７．参加手続き及び提案に必要な資料の配布 

参加手続き及び提案に必要な資料の配布は次のとおりとする。 
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HP掲載期

間 

令和７年６月 30日（月）から 

令和７年７月 28日（月）まで 

仕様書 （１）仕様書 

評価基準 （１）落札者評価基準 

質問書 （１）質問書（様式１） 

参加資格選

定 

配布資料 

（１）参加申込書（様式２） 

（２）参加資格申請書（様式３） 

一次審査 

配布資料 

（１）企画提案書提出届（様式４） 

（２）企画提案書（様式５） 

（３）見積書（様式６） 

（４）要求機能一覧（別紙１） 

（５）公共施設等一覧（別紙２） 

入手方法 
島田市ホームページからダウンロードすること。 

https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/861623916.html 

 

８．質問の受付及び回答 

 プロポーザル実施に係る質疑は、全て質問書によることとする。質疑がある場合は、質問書（様式

１）に記載の上、「３．事務局・問合せ先」に事前電話連絡の上、電子メールで送信すること。 

 質問書に対する回答は、一括して質問回答書として市 HP に公表する。 

 

９．参加申込みの受付 

 参加申込みについて、下記様式に記載の上、紙またはＰＤＦデータを提出すること。 

 データでの提出の場合は、「３．事務局・問合せ先」に事前電話連絡の上、電子メール等で送信する

こと。 

 郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとし、受付期間までに必

着とする。 

（１）参加申込書（様式２） 1部 

（２）参加資格申請書（様式３） １部 

  

10．企画提案書の提出 

 企画提案書について、下記様式に記載し、「３．事務局・問合せ先」に事前電話連絡の上、電子メ

ール等で PDF データを送信すること。 

（１）企画提案書提出届（様式４） 1部 

（２）企画提案書（様式５） 1部 

（３）見積書（様式６） １部 

（４）要求機能一覧（別紙１） １部 
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11．選定方法について 

 選定は、参加資格選定、審査の内容について評価し、本業務を最も的確に遂行できると判断される

事業者を本件の優先交渉権者として選定する。 

 なお、公平な選定を実施するために「島田市公共施設等案内・予約システム導入運用事業事業者

選定委員会」において、評価点方式による審査を行う。 

（１）参加資格選定 

     業登録の状況、同種業務実績について、「落札者評価基準 ２.参加資格選定基準」により

選定する。 

（２）審査 

     企画提案書提出届、企画提案書、見積書、要求機能一覧及びデモンストレーションを含むプ

レゼンテーションの内容について、「落札者評価基準 ２.企画提案書・プレゼンテーション・デモン

ストレーション評価基準、３.システム要求機能評価基準、４.価格点」により評価する。 

デモンストレーションを含むプレゼンテーションについては、以下のとおり実施すること。 

① 発表時間 設営準備・プレゼンテーション・デモンストレーション時間を含めて 40分以内を想

定。 

② プレゼンテーション出席者は４名以内とする。 

③ プレゼンテーション後、質疑応答の時間を設ける。 

④ プレゼンテーションは発表者が用意する端末及び回線において行うこと。なお、大型モニターは

当市にて用意するため投影機器の持ち込みは不要。大型モニターへの接続は HDMI ケーブル

による接続とする。 

⑤ プレゼンテーション開催日時の詳細については、参加申込書の受付期限後に通知する。 

（３）事業者の決定 

     審査結果による最高得点取得者を優先交渉権者として通知する。 

全ての提案事業者の取得得点が2,000点満点中1,200点（６割）に満たない場合、本公

募型プロポーザルは不調となる。 

提案事業者が 1 者であっても、取得得点が 2,000 点満点中 1,200 点（６割）に満たない

場合、本公募型プロポーザルは不調となる。 

審査の結果は、決定後に市のホームページで公表するとともに優先交渉権者へ書面により通知

する。 

その後、仕様等の確認や修正について双方の合意を経て、本事業の決定事業者となる。決定

事業者となるまでの合意等が不調のときは、評価により順位づけられた次点の者と決定事業者

に向けての合意調整を行う。 

 

1２．企画提案書の作成について 

  企画提案書の作成は次のとおりとする。 

（１）共通事項 

   ①企画提案書は１者につき１点とする。 
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   ②日本工業規格 A4様式を使用すること。 

   ③文字サイズは 10 ポイント以上とする（但し図表中の文字は 10ポイント以下でも可） 

（２）提案書構成 

   ①提案書の項目及び内容は、仕様書記載の要件を踏まえ、別紙「落札者評価基準」の「2. 企

画提案書・プレゼンテーション・デモンストレーション 評価基準」にあわせて様式５の書式を基に

作成すること。 

 

1３．見積書について 

  導入費用及び 61箇月間の運用費について見積書（様式６）を提出すること。なお、経費は全て

税抜きでの記載をすること。 

 

1４．要求機能一覧の回答作成について 

  要求機能一覧の回答作成にあたっては、仕様を理解した上で、次の要領で作成すること。   

（１）要求機能一覧の回答は、審査評価に利用し、契約時の仕様書の素案として取り扱う予定であ

る。 

（２）提出には、別紙１「要求機能一覧」を使用し、各要件に対する「パッケージによる実現可否」及

び「実現のための代替案」を備考欄に記載すること。 

 

1５．企画提案書の無効について 

   次のいずれかに該当する場合は提出された企画提案を無効とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査委員又はその関係者に接触を求めるなど、審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）契約候補者の選定から契約締結までの間に、契約候補者の資金事情の変化等により、業務

履行が困難であると市が判断した場合 

（５）契約候補者が、参加資格要件に適合しなくなった場合 

（６）前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為などにより、島田市公共

施設等案内・予約システム導入運用事業事業者選定委員会が失格であると認めた場合 

 

1６．企画提案に関する留意事項について 

（１）本提案に係る諸経費等は、参加事業者の負担とする。  

（２）原則として、提出された書類等は返却しない。  

（３）参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。  

（４）提出された書類は、審査目的外の使用はしない。  

（５）提出された書類は、審査目的の範囲で複製することがある。  

（６）本提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情報を除く）は

本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。また、本

業務への関わりがなくなった時点で、本市から配布された資料は破棄し、その他知り得た情報に
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ついては、適切に破棄すること。  

 

1７．契約に関する留意事項について  

（１）瑕疵担保  

①本業務で納品されるデータおよびシステムに瑕疵があった場合は、本市の指示に従い適切な処

理を受注者の負担において行わなければならない。  

②検収後１年以内に発見された納品物の瑕疵については、無償かつ速やかに応じること。  

③業務終了後、不具合等が発生した場合における問い合わせ先を本市に提示すること。  

（２）守秘義務  

受注者は本業務を施行中に知り得た内容について、他に漏らしてはならない。  

（３）損害賠償  

本業務遂行中に受注者が本市ならびに第三者に損害を与えた場合は、直ちに本市にその状況

及び内容を連絡し、本市の指示に従うものとする。また、損害賠償の責任は受注者が負うものと

する。  

（４）事故  

  本業務中に事故があったときは、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因および経過、事

故による被害の内容等について速やかに本市に報告することとする。 


